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令和５年４月 校長 

いじめ事象・人権課題事象を発見・確認したときの対応流れ（連絡） 

Ⅰ．事象を発見した時の対応 

 

  

 

 

 

（１）発見者は、速やかに管理職・学年部へ報告する。生活指導部長に直ちに報告する。 

（２）管理職は関係諸機関に連絡する。 

（３）被害を受けた児童の立場、関係児童の立場に立ち早期対応する。 

 

Ⅱ．対応に関わる組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年部 

（学年主任・担任・特

別支援教育担当） 

管 理 職 

全教職員 
生活指導部長 

教務主任 

特別支援教育コー

ディネーター、養

護教諭等、 

中心となり連携を

とる教職員 

いじめ対策委員会 

（ケース会議が兼ねる） 

保 護 者 

 

これら教職員は、相

互に報告・連絡・相談

し対応にあたる。 

大阪市教育委員会 SC 

 

SSW 

 

発見者した教職員 

学級集団・学年集団 被害児童 

 

加害児童 

 

関係児童 

 

発見者 全教職員 

←「学年児童の実態」をま

ず学年部が把握、調査 

生活指導部会 

〇管理職 

〇学年部 

（学年主任・担任等） 

〇生活指導部長 

大阪市立南港桜小学校 
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Ⅲ．対応の在り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．学年部・ケース会議を中心とし、 

全教職員で対応、教育活動を行う。 

課題の整理と指導方針の明確化 

〇 被害児童、加害児童への対応 

〇 周りの児童、学級集団、学年集団へ 

の対応 

〇 学年部は関係部署、関係教職員と教 

育指導、課題対応。 

５．全教職員の共通理解 

〇 個や集団の課題（児童）、教育指導上

の課題（教職員）の共通理解、指導方

針の明確化 

 

〇 教職員は児童の痛みを「自らの痛み」

として捉える姿勢をもつ。 

３．詳細な事実確認と背景要因の分析 

〇学年部・ケース会議を中心に 

〇学年主任・生活指導部長・管理職等 

を中心に 

〇個・集団の課題・背景要因の把握 

〇教職員の指導上の課題について把握 

 と共通理解 

６．今後の人権教育への反映 

 

  望ましい個・集団     教職員の人権意識、指導力の向上    保護者との信頼関係構築 

の育成           課題対応力の向上             啓発 

  

人権教育の在り方について共通理解、明確な目標設定、年間指導計画の策定、具体的な指導

方針の PDCA、組織体制の改善等。PDCAサイクルを大切にする。 

いじめ事象・人権課題事象の発生 

１．初期対応（事実関係を正確に把握） 

発見・報告・連絡・相談・通報・確認・保存・記録 等 

関係機関と連携 

〇大阪市教育委員会 

〇住之江区役所 

〇大阪市子ども相談センター 

等 

２．心のケア 

〇被害児童 

〇周りの児童、学級、学年の児童 

〇加害児童、集団への心の指導 


